
条例委任事務

担当課名 電話番号

1 介護保険法

・指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに
係る従業員の基準、事業の設備・運営に関する基準、居室及び床面
積、利用定員の基準
・指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービス事
業者の指定に関する基準のうち、申請者の法人格の有無に係る基準
・指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に関する基準のうち、指定
対象となる施設及びその入所定員に係る基準

健康福祉部
介護支援課

7150-6531

2 公営住宅法
・公営住宅及び共同施設の整備に関する基準
・入居者の資格基準の緩和

都市計画部
建築住宅課

7150-6088

・市道の構造の技術的基準
※高速自動車国道及び国道は国の基準で国が行う、県道は県の基準
で行う

土木部
道路建設課

7150-6094

・市道の案内標識及び警戒標識等の基準
土木部
道路管理課

7150-6093

4 河川法 ・ 準用河川に設ける河川管理施設等の構造基準
土木部
河川課

7150-6095

5 水道法
・市水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道
技術管理者の資格基準

水道局
工務課

7159-3233

6 都市公園法
・都市公園の配置及び規模に関する技術的基準
・都市公園に公園施設として設けられる建築物の建ぺい限度に関する
基準

都市整備部
みどりの課

7150-6092

・公共下水道の構造の技術上の基準
※雨水吐及び水処理施設の構造に関する基準を除く

土木部
下水道建設課

7150-6097

・都市下水路の構造及び維持管理の基準
土木部
河川課

7150-6095

・高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な道路の構造に
関する基準

土木部
道路建設課

7150-6094

・高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な特定公園施設
の設置に関する基準（都市公園のバリアフリー化基準）

都市整備部
みどりの課

7150-6092

9
廃棄物の処理
及び清掃に関
する法律

・一般廃棄物処理施設における技術管理者の資格に関する基準
環境部
リサイクル推進課

7157-8250

法律名

※条例委任事務（これまで国が定めていた基準等を市で定められるもの）

国の法律で定めていた各種基準の一部を市の条例で定められるようになりました。
平成２５年度、新に担う主な条例委任内容は下表のとおりです。

条例委任内容

問い合わせ先

NO

高齢者、障害者
等の移動等の
円滑化の促進
に関する法律

8

3 道路法

7 下水道法


